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１.仮置場確保における広域連携について
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仮置場の共同設置事例

 仮置場の共同設置については平成30年７⽉豪⾬において、倉敷市と総社市で⼀次仮置
場を共同設置した事例がある。

 仮置場管理委託、処分委託、原状復旧⼯事、災害報告書作成等の事務処理は倉敷市で
⾏い、処理量で按分した後、負担⾦として精算が⾏われた。

 平時における仮置場の共同設置検討事例は確認できなかったが、今後⾃治体の計画策
定・改定⽀援において、こうした視点も⼊れながら⽀援を⾏っていく。

図２ 総社市災害廃棄物処理実⾏計画 抜粋
（平成30年10⽉31⽇（第２版））

図１ 倉敷市災害廃棄物処理実⾏計画 抜粋
（平成30年９⽉18⽇）

︓共同設置した仮置場
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２.⽊くずの有効利⽤に関する
過年度WGの検討状況
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⽊くずの有効利⽤に関する検討状況

 過年度WGでは南海トラフ地震のシナリオ検討において、「平時の⽊質バイオマスの需給
状況、品質基準」と「主な⽤途」の２点について整理した。

 受⼊先の品質基準に合わせた処理、保管可能なものは区別して再⽣利⽤計画を検討する。
検討結果項⽬

• ⽊質バイオマスの需要は増加している。
• ⼀⽅で廃⽊材等の⼊荷状況はおおむね横ばいから減少傾向にある。
• 現状では災害により⽣じた柱⾓材の処理のための余⼒はあると考えられる。

平時の⽊質バイオマス
の需給状況

• 平時から異物混⼊防⽌や含⽔率の管理といった品質管理の徹底が求められている。
• 災害時も⼟砂等の混⼊を防⽌するため、仮置場では鉄板やコンクリートの上に保管することが望ましい。
• 被災家屋の解体由来の柱⾓材であれば、連合会が策定した品質基準や利⽤⽤途標準が参考になる。

品質基準と主な⽤途

• 発災後の⾏政等における市場・流通のコントロールが必要となる。
• 受⼊先の品質基準に合わせた処理が必要となる。
• 柱⾓材のうち、柱、はりは２〜３年間は再⽣利⽤が可能であることから、早急に処理すべきものと保管
可能なものを区別した再⽣利⽤計画を検討する。

南海トラフ地震におけ
る対応⽅策

出典︓「⽊材リサイクルチップの品質規格」（平成25年8⽉2⽇⼀部改訂 特定⾮営利活動法⼈全国⽊材資源リサイクル協会連合会）

品質
⾼

低
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３.⾸都直下地震の被害想定状況について
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⾸都直下地震の被害想定状況について

 内閣府では、平成25年12⽉に定量的な⼈的・物的被害や被害の様相を取りまとめ、約
9,800万tと推計。令和５年以降、防災対策の進捗状況の確認や被害想定の⾒直し、新
たな防災対策の検討が進められている。

 環境省では、平成26年3⽉に「巨⼤災害発⽣時における災害廃棄物対策のグランドデザ
イン」を策定し、災害廃棄物を約1.1億tと推計。

 東京都では防災⼒向上のため「⾸都直下地震等による東京の被害想定」を平成18年５
⽉にとりまとめ、平成24年４⽉、令和４年５⽉に被害想定の⾒直しを⾏っており、令
和４年４⽉時点で、3,164万ｔ（都内におけるごみ総排出量の7.5年分）と推計。

出典︓「巨⼤災害発⽣時における 災害廃棄物対策の グランドデザインについて 中間とりまとめ」
（平成26年３⽉）

環境省

出典︓「⾸都直下地震の被害想定と対策について（最終報告） 〜 ⼈的・物的被害（定量的な被害） 〜」
（平成25年12⽉）

内閣府

出典︓「⾸都直下地震等による東京の被害想定」
（令和４年５⽉）

東京都
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４.都道府県域を超える協定の締結状況
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都道府県域を超える協定の締結状況

図１九州・⼭⼝9県における災害廃棄物処理等に係る相互⽀援協定

 都道府県間の災害⽀援協定について、災害廃棄物処理計画及び地域防災計画に記載さ
れているものを調査

 都道府県間の協定は職員の派遣や物資、資機材の提供などの協定が多いものの、災害
廃棄物処理については「九州・⼭⼝9県における災害廃棄物処理等に係る相互⽀援協
定」が確認された。

⽀援の内容（第２条より抜粋）
⼀ 職員の派遣
⼆ 被災県における被災状況の把握や必要な⽀援の検

討及び実施
三 仮設トイレの設置業者及びし尿収集運搬業者の情

報収集及び⽀援要請等に係る連絡調整
四 災害廃棄物（し尿を除く）の収集運搬業者及び処

理業者の情報収集及び⽀援要請等に係る連絡調整
五 被災市町村の仮置場の管理・運営及び災害廃棄物

の処理に関する技術的助⾔
六 前各号に掲げるもののほか、被災県が初動対応と

して特に要請した事項

※九州・⼭⼝9県︓福岡県、佐賀県、⻑崎県、熊本県、⼤分県、宮崎県、
⿅児島県、沖縄県、⼭⼝県


